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有線テレビにおける広報番組制作業務委託プロポーザル募集要項 

  

１ 募集目的 

 この要項は、文京区が公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）により、

有線テレビにおける広報番組制作業務委託を履行する事業者を選定する手続きについて、必

要な事項を定める。 

区の有線テレビにおける広報番組制作業務（以下「本業務」という。）は、行政情報や地

域の話題、生活に関する情報などを区民に提供するとともに、地域コミュニティの醸成及び

活性化を図るために、区民及び地域へ向けた文京区民チャンネルの番組を制作し、併せて、

インターネットによる番組の動画配信を行うものである。 

 本業務は、行政情報や地域の情報を区民に届けることから、魅力ある番組制作が求められ

る。そのため、プロポーザル方式により複数の事業者から番組制作のアイデアや運営等に係

る経費総額等の提案を受け、その内容について比較・検討・評価を行い、最も適した事業者

を選定する。 

 

２ 業務委託内容 

  仕様書（案）のとおりとする。 

 

３ 提案限度額 

  １０４，７９３千円（税込） 

※提案限度額は、本選定評価に使用するものであり、区の予算計上を約するものでは

ない。 

   ※提案限度額を超えた見積価格の提案があった場合は、無効とする。 

 

４ 契約期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 参加資格 

  次に掲げる資格要件を全て満たすこと。 

 ⑴ 対象業務における文京区での競争入札参加資格を有していること。 

 ⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する者に

該当しないこと。 

 ⑶ 文京区指名競争入札の参加資格を有する者に対する指名停止取扱要綱（１８文総契第 

３４７号。以下「指名停止取扱要綱」という。）による指名停止処分を受けていないこと。 

 ⑷ 文京区契約における暴力団等排除措置要綱（２３文総契第３０６号）第４条の入札参 

加除外措置を受けていないこと。 

 

６ スケジュール 

 ⑴ 募集要項の公表 令和５年９月１４日(木) 
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 ⑵ 質問受付期間  令和５年９月１４日(木)～１０月６日(金)１７時まで 

 ⑶ 質問に対する回答期限（中間締切日） 令和５年１０月２日（月）１６時（予定） 

 ⑷ プロポーザル参加希望書受付 令和５年１０月５日（木）１７時まで 

 ⑸ 質問に対する回答期限（最終締切日） 令和５年１０月１１日（水）           

 ⑹ 参加申込書及び提出書類受付期間 令和５年１０月１２日（木） 

                      ～１０月１９日（木）１７時まで 

 ⑺ 第一次審査（書類審査）            令和５年１１月上旬 

 ⑻ 第一次審査結果通知発送（全参加事業者）    令和５年１１月中旬 

 ⑼ 第二次審査（プレゼンテーション及び質疑応答） 令和５年１１月下旬 

  

 ⑽ 最終結果通知発送（第二次審査全参加事業者）  令和５年１２月中旬 

 ⑾ 契約締結                   令和６年４月１日（月） 

 

７ 提出書類の配布 

 ⑴ 配布期間 

   令和５年９月１４日（木）から 

 ⑵ 配布方法  

   区ホームページからダウンロードすること。 

   区ホームページ「すばやく検索メニュー」→「事業者の方へ」 

→「事業者向けプロポーザル」 

https://www.city.bunkyo.lg.jp/jigyosha/_13380.html  

 

８ プロポーザル参加希望書 

  本プロポーザルに参加を希望する事業者は、プロポーザル参加希望書（様式第１号）（以

下、「参加希望書」という。）を必ず提出すること。 

なお、受付期間に参加希望書の提出がない場合は、参加申込書及び提案書類は受け付け

ない。 

 ⑴ 受付期間 

   令和５年１０月５日（木）１７時まで 

 ⑵ 提出方法 

   電子メールにて受け付ける。 

   なお、送信する際は開封確認設定を行うこと。 

  ア 件名 

    「有線テレビにおける広報番組制作業務委託プロポーザル参加希望」 

  イ 提出先 

    文京区企画政策部広報課宛て 

    電子メールアドレス：b051500●city.bunkyo.lg.jp 

（※●を＠に変換し、ご使用ください。） 
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９ 質問・回答 

  本プロポーザルの内容について質問がある場合は、次のとおり受け付けるものとする。  

 ⑴ 受付期間 

  ア 受付開始  

    令和５年９月１４日（木） 

  イ 中間締め切り 

    令和５年９月２４日（日）１７時まで（厳守） 

  ウ 最終締め切り 

    令和５年１０月６日（金）１７時まで（厳守） 

 ⑵ 受付方法 

   【様式８】「質問票」に記入して、文京区企画政策部広報課まで電子メールにて送信す

ること。 

   なお、送信する際は開封確認設定を行うこと。 

  ア 件名 

    「ＣＡＴＶ番組制作質問」 

  イ 入力内容 

    事業者名、担当部署、担当者氏名及び連絡先を必ず記載すること（事業者名が不明 

な質問に対しては、回答を行わない）。 

  ウ 提出先 

    文京区企画政策部広報課宛て 

    電子メールアドレス：b051500●city.bunkyo.lg.jp 

（※●を＠に変換し、ご使用ください。） 

 ⑶ 回答方法 

  ア 令和５年９月２４日（日）１７時まで（厳守）に受け付けた質問は、令和５年１０

月２日（月）までに区ホームページで回答する。 

  イ 令和５年１０月６日（金）１７時まで（厳守）に受け付けた質問及び中間締め切り

までに受け付けた質問で未回答の質問は、プロポーザル参加希望書を提出した事業者

全員に対し、令和５年１０月１１日（水）までに電子メールで回答する。 

 ⑷ その他 

  ア 持参、口頭又はＦＡＸによる質問は受け付けない。 

  イ 質問に対する回答は、本実施要項、仕様書等を補完するものとする。 

 

10 応募方法 

  提出書類受付期間中に、提案書類等作成要領を参照の上、次の書類を作成し、参加申込 

 書とともに提出すること。 

 ⑴ 提出書類 

 内 容 様 式 部数 

ア 参加申込書 様式第２号 １部 

mailto:b051500@city.bunkyo.lg.jp
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イ 企画提案書 様式第３号 １０部 

（正本１部・副本９部） 

ウ 本業務の人員体制 様式第４号 １０部 

（正本１部・副本９部） 

エ 視聴者を増やす工夫 様式第５号 １０部 

（正本１部・副本９部） 

オ 災害時等緊急時の番組制作体制に

ついて 

様式第６号 １０部 

（正本１部・副本９部） 

カ 業務受託実績 様式第７号 １０部 

（正本１部・副本９部） 

キ 会社組織図 指定様式なし（Ａ４判１頁） １０部 

（正本１部・副本９部） 

ク 会社概要 指定様式なし（Ａ４判１頁） １０部 

（正本１部・副本９部） 

ケ 見積書 指定様式なし（Ａ４判） １部 

コ 財務諸表（法人については、貸借対照

表、損益計算書及び剰余金処分計算書） 

直近から３か年分の決算

書。指定様式なし（Ａ４判） 
１部 

 ⑵ 提出体裁 

  ア ⑴提出書類のうちイからカまでは両面印刷とし、各ページの下に通し番号を付し、

左側２か所をステープラー等で留め、書類ごとにインデックスを付けること。 

  イ ⑴イからクまでの提出書類のうち正本は、任意の表紙・背表紙を作成し、タイトル、

事業者名を記入すること。正本に添付する書類は原本とする。副本には、事業者の名

称その他事業者が特定される情報は記載しないこと。やむを得ず記載する場合は、副

本の当該箇所を黒く塗抹すること。 

 ⑶ 提出場所及び提出方法 

   文京区企画政策部広報課ＣＡＴＶ担当（文京シビックセンター１４階南側）まで、持

参すること。郵送その他の方法により提出された書類は、無効とする。 

 ⑷ 提出期間 

   令和５年１０月１２日（木）から１０月１９日（木）１７時まで（厳守） 

   （窓口受付時間：土曜・日曜・祝日を除く９時から１７時まで。） 

 ⑸ 留意事項 

  ア 受付期間を過ぎて提出された書類は、理由のいかんを問わず無効とする。  

  イ 受付後は、区が求めた場合を除き、提出書類の差し替え、追加等の変更は一切行え 

ない。 

  ウ 書類提出時に、第一次審査結果通知用の封筒（長形３号。宛先を記入、８４円切手 

を貼付したもの）を併せて提出すること。 

 

11 選定方法及び結果通知 
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  選定は、プロポーザル方式により、選定委員会によって次のとおり審査する。 

 ⑴ 第一次審査（書類審査） 

   第一次審査は、事業者から提出された企画提案書等を基に書類審査により委託候補事

業者（以下「委託候補者」という。）を上位３者程度選定する。 

 ⑵ 第二次審査（プレゼンテーション及び質疑応答） 

   第二次審査は、第一次審査で選定された候補者から、企画提案書等に基づき１者当た

り２０分以内でプレゼンテーション（映像によるデモンストレーション１０分程度を含

む。）を行う。その後、選定委員から１５分程度の質疑応答を行う。 

   なお、プレゼンテーションは、本件の中心的役割を担う者が行うこと。デモンストレ

ーションは、第一次審査で提案した番組内容を制作する能力を有することがわかるよう

な映像を制作して行うこと。（パワーポイントの使用も可能、機器については事前に申告

をした場合、プロジェクター及びスクリーンは区が準備する。パソコンについては事業

者側で準備すること。） 

また、第二次審査を受ける事業者は、第二次審査当日に、選定結果通知用の封筒（長

形３号。宛先を記入、８４円切手を貼付したもの）を提出すること。 

 ⑶ 候補者の選定 

   候補者は、第一次審査と第二次審査及び価格評価による総合評価点の最も高い事業者

を契約交渉順位第１位、総合評価点の２番目に高い事業者を契約交渉順位第２位として

選定する。 

   なお、第一次審査と第二次審査による総合評価点の合計点数が区の定める基準に達し

ない事業者は、順位にかかわらず候補者として選定しない。 

 ⑷ 結果の通知 

  ア 第一次審査結果は、審査を行った全ての事業者に結果のみを書面により通知す 

   る。なお、第一次審査で選定された事業者には、第二次審査の日時、場所等も併せて 

通知する。 

  イ 最終結果は、第二次審査を行った全ての事業者に結果のみを書面により通知す 

   る。 

  ウ 審査の透明性を図るため、次の項目をホームページで公表する。 

 なお、審査結果に係る問合せには応じない。 

 〔公表する項目〕 

    (ｱ) 件名 

    (ｲ) 業務概要 

    (ｳ) 選定した日 

    (ｴ) 契約交渉順位第 1位の事業者名及び所在地 

    (ｵ) 契約交渉順位第 1位の事業者が提案した見積金額 

    (ｶ) 選定結果（参加者名は番号等に置き換える。） 

 

12 情報公開の扱い 

  文京区情報公開条例（平成１２年３月文京区条例第４号。以下「条例」という。）に基づ
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き、情報公開請求があった場合は、条例第７条第３号に該当する事業者の不利益情報を除

き、公開します。 

  なお、公開の可否は、区が判断します。 

 

13 無効・失格・辞退 

 ⑴ 提出された企画提案書等に虚偽の記載があった場合又は本募集要項に適合しない場合

は、無効とする。 

 ⑵ 参加資格要件を満たさなかった場合は、失格とする。 

 ⑶ 選定された事業者が、選定後、契約締結前に虚偽の提案や記述を行ったことが判明し 

  た場合等は、無効とする。 

 ⑷ 他の事業者等の申込み等を妨害した場合は、失格とする。 

 ⑸ ⑴及び⑶に該当する場合は、指名停止取扱要綱に基づき、指名停止を行うことがある。 

 ⑹ 参加申込書等を提出した後に辞退する場合は、【様式９】参加辞退届に辞退理由を明記

の上、参加申込書の提出先まで持参し、提出すること。 

    

14 契約の締結 

  契約に当たっては、契約交渉順位第１位の候補者と提案内容に基づき仕様内容を協議の

上決定する。契約交渉順位第１位の候補者との協議が不調となった場合、契約交渉順位第

１位の候補者が契約締結までの間に参加資格を有しなくなり、失格となった場合又は文京

区の指名停止処分に該当することとなった場合は、契約交渉順位第２位の候補者を繰り上

げ、協議を行う。 

 

15 その他 

 ⑴ 参加申込書及び企画提案書等（以下「参加申込書等」という。）の作成及び提出に係る

費用は、全て事業者の負担とする。 

 ⑵ 提出された参加申込書等は、返却しない。 

 ⑶ 提出された参加申込書等は、事業者の選定以外に参加する事業者に無断で使用しない。 

 ⑷ 提出期限後における参加申込書等の差し替え又は再提出は、認めない。 

 ⑸ 本要項に定めのない事項及び本要項に疑義が生じた場合は、協議により定める。 

 

16 事業担当 

  文京区企画政策部広報課ＣＡＴＶ担当  担当者：青木 

  ＴＥＬ：03-5803-1130  ＦＡＸ：03-5803-1331 

  ホームページアドレス 

  https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/profile/sosiki-busyo/koho.html 


